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１．税務カレンダー（2023年7月）
２．「健康経営」推進のメリット
３. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外

～トピックス～

7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付（年
2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月
10日までに納付）

7月18日
●所得税の予定納税額の減額申請

7月31日
●所得税の予定納税額の納付（第1期分）
●5月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮
に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申
告＜消費税・地方消費税＞

●11月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消
費税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算
法人の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を
除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告（3月決算
法人は2ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞

○固定資産税（都市計画税）の第2期分の納付（7月中
において市町村の条例で定める日）

いつもお世話になっております。

本格的な夏の前に、木々の緑が色濃くなってまいりました。
蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。



「健康経営」推進のメリット

◆国も推進する「健康経営」
「健康経営」を所管する行政官庁をご存じでしょうか。「健康」というワードから厚生労働省を想像するかもし

れませんが、実は経済産業省です。
経済産業省がヘルスケア政策として取り組んでいることの一つが健康経営になりますが、このヘルスケア政策に

は3つの柱があります。１.国民の健康増進（健康寿命の延伸）２.持続的な社会保障制度構築への貢献（医療・介護
本体の高度化、生産性向上など）３.経済成長（労働力の量と質の確保など）の３つの柱を同時実現させることを政
策目標としています。そして、この政策目標実現の需要面からの施策が健康経営の推進（企業が従業員の健康づく
りをコストではなく投資として捉え、人的資本投資の一環として推進）です。

◆健康経営優良法人認定制度
国は健康経営を推進するために各種の顕彰制度を設けています。そのうち最も企業の認定申請が行われているの

が「健康経営優良法人」の認定制度で、2021年度における中小規模法人部門での申請法人数は12,849社（認定法
人数12,255社）となっており、また、2022年度の申請法人数は2022年11月時点の数字で14,430社と前年より
1,500社以上増加し、年を経るごとに申請する企業数が増えており、注目度合いが上がっていることが窺えます。な
お、2022年度から健康経営優良法人認定制度の事務局運営が民間に委託され、現在は「㈱日本経済新聞社」がその
委託を受けています。

◆企業における健康経営推進のメリット
企業特に中小規模法人において健康経営優良法人の認定を受ける効果（メリット）にはどのようなものがあるで

しょうか。一つは労働市場への効果で、採用活動などで健康経営を活用する企業が増加しています。2022年６月か
らハローワーク求人票の中で健康経営優良法人ロゴマークが利用可能になり、また、大手就職・転職サイトでは特
設ページなどにより健康経営に関する普及啓発を強化しています。その他の効果としては、金融機関84か所（2021
年時点）で融資や保証料の健康経営推進に関するインセンティブ措置が採られていることなどが挙げられます。



社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外

◆改正された電子取引データ保存
令和5年12月31日まで「宥恕（ゆうじょ）措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5

年の税制改正で変更されています。
令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応

じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥
恕措置は年末で廃止と明言されました。

◆宥恕措置は終わるが猶予措置ができる
宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。

①保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当
の理由があると認める場合（事前申請等は不要）
②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提
示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要と

なり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。
宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要は

ありませんでした。新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、
というのが異なる点です。
公官庁内のDX・ICT化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。

法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとし
ていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。

◆宥恕措置中の出力書面の取扱い
宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、

税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。


